
 

◆融資申込みに必要な書類◆                   

○…必要  △…該当される方のみ必要 

融資種類 

書類名 
一般融資 

小規模企業 

支援融資 
創業支援融資 

申込書（兼誓約書） ○ 

信用保証委託申込書 

（申込人（企業）概要含む） 
○ 

市税確認承諾書（※１） ○ 

許認可証等の写し 
△ 

必要な業種 

見積書 

（有効期限内のもの） 

△ 

設備の場合 

特定創業支援等事業を 

受けたことの証明書（※２） 
－ 

△ 

該当する場合 

個人事業の開業届の写し － 

△ 

申込要件 B，E に 

該当する場合 

商業登記簿謄本又は 

履歴事項全部証明書 

△ 

法人の場合 

委任状 

(代理の方が申請される場合) 
○ 

 

取扱金融機関・市役所産業振興課（市ホームページより取得できます）にて申込みに必要な書類を取得してく

ださい。 

（※１）産業振興課が申込人の市税納付状況を確認することについて、同意を得るための書類です。 

（※２）加古川市に事前に証明書発行の申請が必要となります。 

 

◆申込手順◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資窓口となる 

金融機関を決める 

※取扱い金融機関 

参照 

 

市役所 

産業振興課にて 

必要書類の取得 

（市 HP より取得可能） 

 

取扱い金融機関へ 

融資の申し込みを 

する 

融
資
審
査 

 

市役所 

産業振興課へ 

必要書類の提出 

 

 

信用保証協会に 

保証申込書類の 

提出 

 

保
証
審
査 

 

 

金融機関から 

融資が 

実行される 

 


